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ドイツ国民経済会議における自由貿易

ドイツ自由貿易運動の歴史的性格 (2)

藤本建夫

I 国民経済会議における関税問題

l ドイツ国民経済会議 (Kongre田 deutscherV olkswirte)が手工業者問題の

一環として営業の自由を要求していたことは，前稿で述べたとおりであるが九

他方では，周知のように19世紀後半以降のドイツ自由貿易運動においても主た

る役割を演じていた。会議は前者については営業協会およびシュノレツェ=デー

リッチュ (H.Sch叫z.e-Del由民h) の協同組合に結集していた手工業者を支持基

盤に持っていたが，問題は後者に対する支持基盤がどこに存在していたのか，

という点にある。この論点に関して興味深〈思われるのは，営業の自由を要求

していた手工業者のなかにも会議が支持を得ていたことである。たとえば，ベ

ノレリ Yの自由主義的手工業者委員会明朗 Comiteeder liberalen Handwerker)が

18刷年11月に出した選挙撤においては，自由貿易が営業の自由と不可分な関係

にあると明記されていたしペ また "rッサウ蛍業協会は， ナッサウとブロイ

七 Y との通商関係重視の立場から1862年の普仏通商条約の早期批准を政府に要

求していた旬。 だが，会議は同時に， いな，より以ょにバノレト海沿岸地方やハ

ンザり末奇ハンプノレクとプレーメンのヨスモポリタン的商業資本家層から熱烈

な支持を得ていたのみではなし営業の自由に反対していたユ Y カ すらも，

自由貿易論者なるがゆえに進歩勢力の一端を担っているものとして評価する。

1) 拙稿「ドイツ国民経済会議における蛍業の自由Jr経済論叢』第109巻第 2号。

2) G. Eisfeld， Die Entstehung deァ品eraZenPa庁 eienin Det出 chland1858-1870. 
Hannover 1969. S. 204 

3) Th. Lau凪 Geschichte品'SGewerbevereins fur Nassau， Wiesbaclen 1895. S. 46 
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では，なにゆえにこう Lたユンカ 評価が可能となりえたのであろうか。われ

われはその原因を，ツンフト制度は保護貿易と，営業の自由は自由貿易と表裏

一体の関係をもっ，という会議の指導者達に共通する思考様式に求めることが

できる。すなわち，かれらにおいては，自由貿易は営業の自由とならんで国家

の経済発展を促進するものとして捉えられていた。蛍業の自由は必然的に自由

貿易へと帰結し，他方，自由貿易は営業の自由の確立を速めこそすれ，その障

害とはならない，と考えられていたのであるぺ

会議の関税論争において，そこで支配していたのは，一方では手工業者的観

点にたって主張されていた自由貿易論であり，他方では北東部ドイツの商業資

本およびュ y ヵーの利害擁護へと帰結してゆ〈自由貿易論であった。以下，こ

うした事情を会議の議事録に依りつつ検討してゆくことにしよう。

2 第 2回大会では， 1(1)一般輸入関税の廃棄，つまり関税表に特別に記載

されていなし、全物品の原則的な関税免除。 (2)食料およびその他の農産物に対す

る関税の廃棄。 (3)手工業および工場の原料・補助材料に対する関税り廃棄J"

という関税委員会。決議提案が採択されたが，上記<V3提案に関する主旨説明

をミヒャエりス (OttoMichaelis)が次のように行なった。

かれによれば，個々の具体的な関税問題に関してはなお委員会内に対すがあ

り，そこで，この大会に対しては「改革の原理および実践的実行可能性」を考

慮して以上の提案が起草されたのである。第 1提案は問題はない。第 2提案は

「最も直接的な生活必需品のための市場を完全iこ解放することは国民の富裕な

生活を考えれば当然のことである』との観点、から提起されたのだが，そのさい，

「農業は保護関税を必要としていないし， また望んでもいなしリから， 保護

関税的利害からの反対はありえない， とへ なお， この提案に関するロッツ

4) たとえばシュルツェ=デーリッチュについてはロ Vg1. H. Schulze-Delitzsch， Die arq出向n
den Klassen und das .455町ヨ曜日n耳 vesenin Deutschland als ProgTu市川 Z沼 eznem
a，，，出ch"， 白暗闇'5，Leipzig 1858， 5S. 16-18 

5) Zweite Versammlung des Congresses deutscher Volksw';rτhe， S. 4D以下 ILCongress 
と略記する。他四大会議事録についても同様。

6) lbid.， S. 40 
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(Walther Lotz)の注釈は注目に値する。かれによれば，穀物関税は低率ながら

も当時なお存在していたが，その実効性については，穀物価格の騰貴のさいに

は停止され，また当時の主たる競争国オーストリアとハYガリーには1853年の

r2月条約」により特恵が与えられていたために，ほとんど消滅していたとい

ってよい。だから，この提案は「その当時一般に認められていたように，主に

ノミノレト海地方の仲介貿易を利するものであった」とめ。

第 3提案について r原料への関税は生産課税である。これによって国内需

要の安価な供給のみならず，殊に輸出向加ヱ業は大いに困難にされ，しばLば

後者は不可能にされているんだがそればかりではない。「これらの関税はまた

工業製品のために存在している保護体制の基礎のひとつをなしている」へこの

第 3提案は， ミヒャエリスの説明からも窺えるように，輸出向加上業の輸出利

害擁護り立場にたって，関税同盟の「保護体制」を個別的に批判するための布

石として提起されたも Dであり，第3回大会の鉄関税論争，第4回大会の撚糸

関税論争において，より具体的となって〈る。

3 第 3回大会はドイツ鉄工業の中心地ケノレソで開催され，ここでの最大の

争点は鉄関税〔殊に銑鉄関税〉問題にあった。 百f

まず討論に先だち，以下の委員会決議提案がミヒャエリスを通じて大会に提

出された。すなわち， r(1)1844年になされた銑鉄関税の導入と鍛鉄および圧延

鉄関税の引上げは撤回され， (2)次いで，全ての残余の鉄関税は財政関税に引戻

される。 さらに， (3)(a)同様に，鉱山業に賦課されている貢租と雑租(A.hgaben-

und Gefalle)の改革ないし廃棄は， 鉄生産の自然的発展と鉄消費とに鑑み，早

急になされる。(防とはいえ，この改革は鉄関税改革の付帯条件として掲げられ

えない」ヘ

〔ミヒャエリユの主旨説明〕 第 1提案に関してかれはその正当性を次のよう

i) W. Lotz. Die ldeen 晶 rdeutschen Ht.四 delstolitik 'l:四 1860bis 1891， LeipzIg 1892， 
丘 23

8) 1I. Congress， S. 41 
9) IlL Congress， S. 52 
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に主張した。 1自44年の鉄関税改革は当時「極度に圧迫されていたスコヅトラン

ド鉄市場の状態」という一時的な「異常状態」に由来寸るものであった。だが，

今日ではそうした状態は存在していないにもかかわらず， 1844年関税は存続し

ているへ そればかbか， 1853年以降，ベノレギー特恵関税山の廃止により，そ

の効果はなお一層強化されている。なるほど ζの閣， ドイツの鉄工業は銑鉄生

産にせよ，棒鉄や型鋼生産にせよ，顕著な発展を遂げ，その輸出能力も増大し

たとはいえ，この発展は他の諸利害を，とりわけ北東部ドイツの農業と輸出向

鉄加工業の利害を犠牲にして達せられたものである。 I鉄関税保護が北東部の

農業発展の主たる障害をな Lていたことが最も熟慮すべきものとして強調され

おばならない。これに加えて 輸出向鉄工業にとって外国市場での同工業の

地位はますます困難になっている」出。

第 3提案について。ドイツの鉄工業にとって高率の鉄道賃率や鉱山貢租の存

在は発展の岨害要i討を形成してはいる。 LかL，これらの弊害が解決されるま

E鉄関税改革を延期する乙とはできない。なぜなら「全体の改革の実施が無期

延期されるであろうからである」。いま改草が行なわれると， 多〈の製鉄業者

が没落するかもしれない。だが「真に自然的と考えられうる企業はζれによっ
-OiiII 

て少しも脅かされはしないだろういまた，関税保護の除去によフて生産者が

できる限り生産費を低めざるをえな〈される時と同じ〈らいに強カに，運輸手

段の改善ならびに鉱山貫租の廃棄に影響を及ぼすものはなしそして疑いもな

く強力に増大する消費は生産に対し従来とは比較しえぬほどに拡張された販路

10) 品 d.， S. 51 
11) 1844年の関税改草によって，銑鉄にはツェソトナ 当り10銀グロツシェソ申輸入関税が導入さ

れ，樺鉄関税は1ターラーから1.5"'-'2. 5ターヲーに引上げられたが，そのさい，ベルギ 鉄に対
しては50%の優遇措置が与えられることになった。 MaxSering， Geschichte deγ Preussisch. 
d出 ':tsch叩 Eisenzolle日on1818 bis zur Gegen日 'art，Leipzig 1882， 55. 65-69 

12) IIL COng問 55，S. 52 ユンカーの農業利害からする鉄保護関税批判はすでに第2回士会にお
いて表明されていた。 V ッテ (AdolfLette)は言う。北東部のドイツ諸邦およひープロイセン諸
州の農業地帯には「鉄も製鉄業もなし農耕にとみに必要となってきている鉄は，わが国のライ
ン，ヴェストファーレンおよびγ ュレークェン白鉱山業からは陸上輸送が高すぎて供給されてい
ないか，少なくともそれが困難である。それゆえ，よれらC地方は外国の鉄をイギリスとスウェ
デンから購入しなければならないJ(11. Congr剖 S，S. 41.)と。



46 (468) 第 109巻第4.5.6号

を閉しということは確かなことである」問。

〔鉄保護関税論者十ェーゲノレ (Togel)の主張〕 かれは関税同盟の鉄工業の代

表者だと自称し，特に第3提案との関連で現存の鉄保護関税の維持を要求した。

かれによれば， ドイツの鉄工業に現在欠如しているものは「技術的知識」や

「必須の工場の経営J(ndthige Oekono皿ieder Werke) ではない。 Iもしも，鉄

鉱石と石炭とを等しく効率的に産出するという自然的特典の要素が低廉かつよ

く整備された運輸体系に付加われば，そして国家がわれわれの工業に対する諸

貢租に関して別の原則を遂行すれば，疑いもなく，われわれは完全にスコヅ

トランドと競争しうる状態になるだろう」凶。 しかし， 現状は次のとおりであ

る。鉱山貢租は 6%の鉄鉱石貢担と石炭に対する 1/20税とからなり， 両者を

合せると銑鉄の平均販売価格の 7%にも達する。さらに，国家の監督原則に L

たがって高率の鉱山官庁手数料 (bergamtlicheGebuhren)， 坑夫共済組合金属税

(Knappschafts-und Unterstutzungsl国田e)等の重圧が加わる問。運輸制度の恵弊に

13) I1L Congγ-ess，S 担 当時運輸制度に関しては，鉄道問題が重要な係争問題のひとつをなし
τいたが (Vgl. Kurt Bloemers， Der Eisenbahnt訂正Kampf. in 且ifodernedeutsche Wut-
schaftsgeschic恥e，hrsg. von Karl Erich &rn， Koln-Berlin1966， 5S. 151-170.)， これに対
してもミヒヤエリスは自由貿易の万能事的効果を強調するn かれによれば，今日，ライソ・ヴェ
ストファーレン地方では，ケルン=ミンテFン鋲遣がオランダ経由のイギリス鉄を優遇しているの
に対L.へルク=マルク鉄置はヴェストファーレンの鉄を主に輸送しているが，両鉄道聞に質率
引下げ競争を符なわせるためには，まず最初にイギリス鉄とドイツ鉄との競争が活発とならねば
ならない。それゆえ.I鉄関税が廃棄きれるならば，鉄工業に関与しているドイツの鉄道はなお一
層鋭い競争D支配下におかれ，低賃率の発展はなお 層童速になされるであろうム O.Michaelis， 
Das Mon噌 01der Eisenbahnen. Eine Denksch門iftder vie吋四 Versammlungdes Con 
gresses晶 utscherVolks加 rthe師包 Auftrageder stän品~gen Deputation品 'Sselben，S. 13. 

14) 11I. Congress， S. 52 
15) Ibid， 5S. 5'2-53 この点に関い鉄保護関税論者はへルデ製鉄所 (Huttenwerkzu H町 de)

諸 負 担 タ-'}ー 金星グロヅ プフェー
シェン ツヒ

坑共夫済組共演合疾組合病金へ車の出資 73，，21844 1 12 
への出資 21 

株 券 税 4，500 

7地1カ/02百ト0鉄万リ鉱シッ石ェク教税フ会ェ=価ルへ租の白値石出の炭資6貫%祖

286 14 6 
108 

15，087 
3.0，000 

ム日 計 60，411 17 8 

銑鉄総生産額 750，000 (500，000ツェントナー〉

(Ibui.， S. 56なお，60417Thlrは60407Thlr..8Pfは7Pf.0)誤りであろう〉
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ついても同様である。ルール鉄工業地帯は鉄鉱石の大部分をラー γ河流域地方

に依存しており，その輸送手段としてはライン河とケノレγ=ミYデ γ鉄道とが

利用されているが，前者は安価であるとしても，後者は極めて高率で 1マイノレ

の鉄道運賃が宮5マイノレの水上輸送費に匹敵するという状況であるヘ以上の諸

事情を考慮すれば rわれわれの運輸施設を低廉にせず，そして国家貢租を軽

減せずして鉄関税の即座の廃棄もしくは強力な引下げを要求しとおすことは，

鉄工業が犠牲にさるべきでないとすれば，不可能である」問。

〔鉄保護関税論者に対するベッカー(Becker)の反論〕 かれはライン地方の鉄

加工業者の輸出利害を代弁した。 r鉄の加工は銑鉄の生産よりもずっと重要な

園内産業の部分である。われわれのマルクとベノレクの鉄工業は保護関税よりは

るかに古い。保護関税以来ドイツの鉄製品輸出は年々減少している」。たとえ

ば，ハーゲン県の鉄敷とねじ万力は，鉄保護関税によれイギリ λ やベノレギー

のそれに比べ割高となっているために..tヲ γダ市場から駆逐されたし， アメ

リカへのドイツの鉄製品輸出の減退もまた同じ理由に碁づいている。それゆえ，

輸出向鉄加工業のかかる窮状を救済するには「鉄関税の完全な，しかも即座の

廃棄」こそが必要なのである，と問。

討論ののち上記3提案はいずれも大会によって会議の決議提案左しで採択き

れたが，ここで留意すべきは次の 3点である。 (1)ミヒャエリ旦の議論に関して

は， 営業の自由(ここでは鉄道制度や鉱山業に関連する認可制度からD自由〕の経済

的・社会的意義よりも自由貿易の持つ普遍的意義が強調され，そしてこの議論

の延長線上で鉄保護関税が批判され，ュ γカーならびに鉄加工業の利害が擁護

されていた。 (2)トェーヶソレに代表されるライン地方の鉄保護関税論者は，運輸

の慨を引合いに出L 請負担の重圧を説明した。 それによると G菱参照)， 同製鉄所は1857'年に
500，000ツヱントナー， 価値にして 750，000ターラーの銑鉄を生藍したが，それに対する諾負担
は60，417ターラー余に達しその額は全体の 8%以上であった。 lbid..SS‘55-5-6なお，あわせ
て， JJI本和良『ドイツ産業賢本成立史論』未来社， 1町1年， 183頁以下，をも参照のこと。

16) Ibid.， S. 5::1 
17) lbid.， S. 53 
18) Ibid.， S. 56 
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制度の改善と鉱山貢租の改革がなされるならば，イギリスとも充分競争しうる

と考えていた。ことにはかれらの秘かな自信すら窺えるが問， この点南ドイツ

の綿紡績業者と異なる。この相違は，後述するように. 1862年通商条約に対す

る態度に明白に現われる。 (3)この論争において，会議はライン地方の輸出向鉄

加工業の利害関係者から支持されたが，そのことは会議がライン地方にも一定

の支持基盤を獲得したζ とを意味していたといえるだろう。

4 会議は第 4回大会の開催地に南ドイツ保護貿易運動の中心地ジ z トゥツ

トガノレトを選んだ。ここで会議は撚糸関税の引下げを要求したが，この要求は

フラ γ クフノレト・アム・ τイYの商人ゾYネマン (Sonnemann)やハ Yフソレクの

商人ヴィーヒマン (Wichmann)らに支持されはしたものの，アウグスブノレクの

綿紡績業者で宮廷顧問官でもあるケルシュトノレフ (Kerstorf)や-/:;r..トウヅトガ

ノレトの綿紡績業者Vュタウプ (S担 ub)らから激しく攻撃された。以下，論争。

内容をややたちいって検討しよう。

ドヒャエリスの撚糸関税引下げ論〕 かれによ札ば，会議は「手工業と工業」

の利害から，原料関税から完製品関税にいたる総関税体系の改草を要求してい

るが，そのうちで半製品関税は一方では消費者を，他方ではそれと関連する諸

部門の生産者と労働者を犠牲にしているがゆえに r最も腐敗した」関税であ

る。撚糸関税はまさ L<との範障害の関税に属しており. r織布業者を犠牲にし

て紡績業者を優遇しているん というのは，この関税の結果，外国の撚糸に依

存しているドイツの織布業は輸出能力を減殺され，外国，特にイギリスとの競

争に対抗しえないからである。他方綿紡績業に関しては，紡績機に対する輸入

関税や移動の自由の制限等の諸阻害要因がなお存在しているとはし、え，近年に

1!=l) ゼーリングの次の銑酷阿格骨折は，卦~護関税話相雪にみられるその自信をある程度裏づけてい
るように恩われる。すなわち，銑鉄 lツヱソトナー当りの平均価格(原産地〕は，プロイセンで
は，lR38年に4.90マルグであ勺たが 4ぷ手に4.68，51年に4.35.6昨竿は4.27，64.年には3.82マル
グへと着実に低落傾向を示していたが.他方スコットヲ γ ドでは.43年に1.99マルクであった平
均価格は.5胆手代には.51年に1.98マルクを記輯したとはいえ.2.20マルクと3.98マルグの聞を
動唱し.60年代にはもはや61年四2.46マルク以下に下ることはなかった。それゆえ，両者の価格
差ほ43"-'44:阜の2.69マルクから.60年代初頭にはすでに1.36マルクに縮小していた。 M.Sering， 
ιι 0.， 55. 117-118 u. 302 
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おけるその発展はめざましししたがって，それは保護関税が引干げられても

諸外国との競争に充分耐えてゆ〈ことができるだろう。いな，関税の引下げは

もっと積概的な意味をも η ている。つまり，関税引下げによる織布業の発展は

紡績業の市場を拡大させ，したがって I紡績業に左つては，特別の安全性と

いう刺点がなおも増大するであろう」明。

このミヒャエリスの論法は，第3回大会でのそれと比較すると，その対象が

鉄関税から撚糸関税に移っただけで何らの変化もみられない。すなわち，一方

における輸出向綿織物業の利害擁護，他方における自由貿易のもつ普遍性の主

張。だが， こうした議論は「ただーに関税保護のみ」叫を要求していた撚糸保

護関税論者に対しては少しも説得力をもってはいなかった。

〔ケノレシュトノレフおよびジュタウプの撚糸関税擁護論〕 ケルシュトルフは主

張する。 I安定JCStabili岨のこそが「産業の発展能力の主要原則」だとすれば，

イギリスとの競争に脅かされているドイツの綿勧績業にとって，現在必要な乙

とは現行の 3ターヲ一関税の引下げではなくて，その維持である。たしかに，

現行関税は「われわれの諸要求に全然照応し亡はいず，大工業の正しくかっ合

理的な発展にとって完全に不充分であり r 低番手には高すぎ，中番手には充分

ではない。けれども 3ターラーというわずかな保護関税のもとで非常に大き

〈かつ強力な綿紡績業が発展し始め，そしてそれは今日なお極度に活発な発展

段階にあるJ。 この顕著な発展にもかかわらず， 圏内市場は充足されてはいず，

それにはなお 100方錘の設備が必要である n それゆえ，このドイツ綿紡績業の

現状を考慮するならば，現行関税に対する引下げ要求は撤回されるべきである。

そして，いま心に銘記してほしいことは「われわれがここでは，フリードリッ

ヒ・リストがかれの国民経済学説を考え出した基盤に立っている」ということ

である問。

20) IV. Co叫rress，SS. 151-153. 21) W. Lotz. a. a. 0.， S. 26 
22) IV. Congress， SS. 153-157 なお，ケルシュ}ルフはこうした甫ドイツ保護貿易主輯の観点

から1861年8月末にドイツ工業協会 CVereinfur deutsche Industrie)を設立したが， この時
点でこの協会設立に51人の工業家が賛成したといわれている。 H.B油田e，Deutschlands yt号g
zur Groβmacht， Koln-Berlin 1966. S. 104 
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シータウプはケノレジュドノレフの園内市場論をさらに具休的に述ベた。すなわ

ち， ドイツの綿紡績業の急速な成長は来日の一致するところであり，スイスの

紡績業の発展をはるかに凌駕ιている。とはいえ，イギリスに対してはなおそ

の後進性は否定しえない。イギリ λは現在3400万錘と40万台の機械織機とを所

有し，ほとんどその半分で国内需要を充足しているのに対して， ドイツでは，

222万錘と 2万台の機械織機しか国内向けに充当されてはいなし、。 この相違の

意味するところは明らかであり，かつドイツにはなお広大な園内市場が残され

ていることを物語っている。とすれば，関税はまだ引下げられてはならない。

要するにわれわれはまず第lに匡内市場を征服しなければならず，そして

われわれの工業が他日その存在と拡張のために，もはや関税を必要としなくな

るならば，それは，イギリスの工業と同様に，関税の除去に耐えることができ

るだろう」町。

南ドイツ保護関税論者のかかる議論に対1..-，白由貿易論者はいずれもミヒャ

エリ λ と同じく自由貿易の普遍性を反復するばかりで，何ら説得的な議論を展

開Lえなかヮた。それゆえ，大会の決議案採択にさいしてあかれらは，テュ

ビyヶーンのシヱフレ (A.Schll但e)と〈ケル、ン z トノレフの共同提案 r会議は，

大会が大多数の参加者において確固たる判断を下しうる状態にないことを考慮

し，当面の問題が相対立する諸党派の立場から包括的に討論されたことに上っ

て会議の目的が達せられたことを考慮1..-，議事を進行させてもよかろう J2~)

この提案が決定的対決を回避したものであったとはいえ に敗北せざるをえ

なかったのである。

II 国民経済会議における普仏通商条約

1 これまでの検討で明らかなように，会議の関税問題に対する要求は首尾

一貫していた。一言で言えば，それは原料関税から完製品関税にいたる全関税

23) IV. Congt官 s，S5. 173-176 
24) 1るid.，55. 187-188 
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体系を根本的に改革し，完全な自由貿易体制を確立することにあった。 ζ うし

た会議の主張に最も強い利害関心を持っていたのは，たしかに北東部ドイツの

商業資本である。L-7i">し第4回大会までは，主として，この要求は手工業者の，

とりわけ輸出向加工業の利害状況との関連で主張されており，そのかぎりにお

いて商業資本の利害擁護は前面に現われてはいなかった。ユ Y カーに対しても，

かれらD 自由貿易への利害状況が積極的に評価されることはなく，鉄関税との

関連でひかえめに擁護されていたにすぎない。だが他方では，自由貿易ζそが

全てを，法制的諸制限のみならず園内市場の問題をも解決するという議論が，

鉄関税論争と撚糸関税論争において，保護関税論者の抵抗が強ければそれだけ

かた〈なに前面に押し出されていた。そしてこの議論の帰結は，自由貿易に最

も利害関心をもち，そのために独自の運動を 13月革命」以前から推進してい

た商業資本とユンカーに対する会議の積極的評価であり，と同時に両利害への

会議の傾斜である。会議の ζ うした方向性は， 1860年代後半以降のドイツ通商

政策を自由貿易路線へと大きく転轍してゆくうえで決定的契機をなしていた普

仏通商条約に対する会議の態度のなかに明瞭に示されている。

第 5回ヴァイマノレ大会での普仏通商条約論争において明らかにされたことは

上記の論点のみではない。会議結成時に確約されていた原則，つまり，会議の

対象とするのは国民経済的な諸問題であって，政治問題には容壕しないという

原則田がここでーーもっとも， ζの通商条約が，プロイセンの強権政策 (Macht-

poli'ik)の一環をなしていたという意味において， すぐれて政治的性格を帯び

ていたのだが一一放棄され，会議はプロイセンのドイツの盟主たるの地位を擁

護し，したがって小ドイツ主義を公然と宣言する。

そ乙で以下論争白過程を分析する乙とによって，上記の論点主明らかにしよ

ーヲ。

2 普仏通商条約に関する関税委員会決議提案は次のとおりである。 1(1)ア

25) V. Bohmert， Die Entstehung des volkswirtR~hHftli(''hen Kongresses vor 25 Jahren， in 

Vierteljahrschrift fur VolksWirtschaft. Politik und KulturgeschichtιJg. 21， Bd. 1， 
B伺 1in1884， S. 209 
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ランスと関税同盟との通商条約は， ドイツ国民の健全な経済発展にとって必要

な関税同盟における関税改草の実行への第1かつ本質的な第1歩をなす。 (2)同

条約は，関税同盟諸邦の生産物に対するフラ γスの関税率をイギリスとベルギ

ーの生産物に対するそれと等しくすることによって，わが国産業のフラ Yス市

場からの排除を阻止し， ドイツの輸出にすばらしい新市場を聞く。 (3)ぞれゆえ，

政治的傾向と独占的利害とに担われた個々の関税同盟政府の反抗が条約の実施

をなおも長びかせるならば， ドイツ買民の経済的利害は最もひどく損傷され

る」問。

上記 3提案をめく‘る討論において争点、をなしていたのは，第1に同条約の評

価，第2に関税同盟とオーストリアとの関係であった。

まず，第1の争点から検討してゆこう。

〔通商条約賛成派=自由貿易論者の主張〕

(1)ウ、ォノレフ (Otto Wol世〉の主張 かれほ，この通商条約がドイツの全ての

「輸出能力のある，将来輸出能力のできる産業」に西ヨーログパ市場を，さし

あたってはフラ Yス市場を開放するだろうと述べたあとで， 南ドイツ〔殊にヴ

ユノレテンベルクとパイェルン〕政府の同条約に対する態度を批判し，次のようにパ

ノレト海沿岸地方の利害を弁護した。南ドイツ諸邦の「諸利害が関税同盟にとっ

て全く決定的であってよいものかどうかを問うことは，たしかに重要である」。

なにゆえパノレト海沿岸地方の利害が考慮きれてはし、けないのか。ここは「常に

関税同盟の継子となってきた」のであり，したがって南部と西部の保護関

税利害は，なかんづく，工業のないλ ノレト海沿岸諸州を犠牲にして発展してき

たのである」。 関税同盟のこうした措置に対する不満の感情は己こではー肢に

流布しており，政治的党派問題を乙えて「ユ Y カーがテモグラートと全〈同じ

くらいに自由貿易論者である」問。

26) V. Congア"eSS，S. 17. これらの 3提案はいずれもE倒的多数で決議提案として採択された。
lbid.， S. 60 

27) Ibid.， SS. 22-23 ドイツの商品をイギリスに輸出していた商人ボルソ (DavidBorn)も同様
の主旨のことを述べている。すなわち.r北買部は元来南から植民地 CColonie)のように取按わ
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とζ ろで，対仏通商条約に関しては，それがパルト海沿岸地方の利害よりも

西・南部ドイツの利害をずっと考慮していることは否定しえないが，にもかか

わらず前者はこれを無条件に承認している。その好例はユンカ を構成母体と

するポYメノレY経済協会 CPommerscオ吋konomischeGesellschaft)である。同協会

は「す Cに昨年の春， ドイツ商業会議が独仏通商条約につい亡何も知ろうとし

ていなかった時に，同条約に決然と賛意を表明したのであるが，しかも，パノレ

ト海沿岸諸州にとってこの条約の直接的利益が〔そこには輸出能カのある工業

は少なしまたそこの最大の関心事たる鉄関税の引下げがわずかであるがゆえ

に〕比較的重要でないにもかかわらず，そうした表明を行なったのである」叫。

(2)ボェ 〆ノレト (ViktorBohmert)の主張 ヴォノレフがノミノレト海沿岸地方の利

害を代弁し，あわせてユンカーの開明性を主張したのに対し，ポェーメノレトは

ハYザの末喬ハンフツレクとプレーメ Yの立場から同条約の意義を強調した。次

のとおりである。両自由都市はドイツと他の諸外国との聞の通商関係を媒介す

る大貿易都市である。プレーメンは1861年には関税同盟に3600万金タ ヲー以

上を輸入してやり， そして27日日万金ターラー (60年)におよぶ関税同盟からの

輸出を媒介した。ハyプノレグはプレーメン以上に重要な地位にある。それゆえ，

オーストリアとの関税統一計画に固執しでフランスとの条約に反対することは，

関税同盟と外国との交易関係を維持するうえにかくも重要なハンザ末育都市を

「ドイツ地図からたたき出す」ことを意床してし、る問。

ところで，条約に反対している南ドイツ諸邦の産業もすでに世界市場におい

て充分競争しうる力を持っている。プレーメン貿易統計によれば， 1860年には，

バイエノレγ は 1，491，866， グュノレテンベノレクは 303，009金ターヲーをプレーメ γ

れているJo暁に東・西フロイセソがそうである。「われわれは全ての製造品を中 商部ドイツか
ら運んで〈る上うに積制き九そしてわれわれの倖庫物札羊毛やボロ華に輸出関税が課せられ
ることによって，自由に輸出することを阻止されたム Ibid.， S. zg 

28) Ibid.. S. 24 
29) Ibid.， S. 50. ;ttェーメルトのノ、ンザ自由貿易擁護論について，より詳細には次を参照きれた ¥.-0

V. Bohmert. Die Stellu四 derHansestadte zu Deut配 hlandin den letzten drei Jahrzehnten， 

in: V iertel jah，官 hriftfur Volkswirthschaft und αulurgeschichte， Jg. 1， Bd. 1， 55 
73-115. 
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を通じて輸出している。だがここで注意すべきは， 1861年の両邦のプレーメ γ

経由の輸出は，アメリカ南北戦争の結果み それぞれ 456，143，112，685金ターラ

ーに下落したことである。つまり，このアメリカへの輸出の後退という事実の

なかに次のような重要な忠告が示唆されている。 Iフランスがいまやわれわれ

に与えている消費能力ある大販売地を近視眼的に拒絶すべきではない」と冊。

〔通商条約反対派の論拠〕

条約に反対したのはケルシュトルフとオーストリアの代表者チ z ノレニク

(Freiherr von Czornig) とバ-"/' ~ (Basc色〕であったが， 乙己ではケノレシュト

ルフ 0)議論を検討する。

かれは， ζ の大会の出席者の大部分がプロイセ Y とその周辺諸邦の出身者に

よって占められていると指摘したあとで，南ドイツの綿紡績業の利害から，な

にゆえにこの条約に反対するのかを説明した。すなわちz ラインプロイセ γの

織布業の上うな産業の利害は無視されてはならず， ζ の条約によってこの工業

には新たな市場がフラ γλに開かれることになろう。しかし「ライ γ とヴェス

トファーレ γ の工業はわれわれ〔南ドイツの〕工業とは全〈別の基盤に立って

いる」。つまり，南下イツの工業においては「輸出はほとんどなし輸入のみ

が問題である」叫と。

30) V Con;.;J百九 S.51 かれはここでアメ Uカへの輸出の桂退という事実から普仏通商条約の重
要性を強調してνるカえ ζの議論は明らかにプレ メシ昭利害比況を反映していた。すなわち，
プレ メンの貿易構造においてはアメリカ合衆国との貿易関係が圧倒的比重をもっていた。たと
えば.1856年におレては，合衆国から白輸入は全体の39.4%，そこへの輸出は66.9%を占めてい
た。 Bodovon Borries， Deutschlanゐ Ausenha品l1836 bis 1856. Eine statistische 
UntersuchuTlf5 zur Fruhindustt也lisl町 wng，Stuttgart 19刊 5S.. 134~ 135. この点，同じ
くハソサ百l市とはいえ， イギリスとの関陣が極めて緊密であったハンブノレク (同年の総輸出入
りうら，イギリスからり輸入は60.8%. 同国への輸出は:40.6叫 lbid.， 55. 118-119.)とは異な
る.

31) V. Congress， 55. 30-31 なお.Iえもあわせて豊南白と2二u 春見瀧子「普イy、通商条約と胃ドイ
ツ保護貿易論ー『モール報告書』をめぐる一考察ーJW文化』第品巻第4号. 1971年. ここで銑
保護関税論者トニードルの対私通商条約に対する議論を紹介してお〈のも有益なと止であろう.
かれによれま. rライン地方は最も主要かつ最も目前の車害関心を，プランスの禁止的 差別的
関脱が引下げられることに持っている。それはライン地方にとって，同様に，そのことによって
特に家畜り過剰を著しく有利に厩売しうるヲインの農業にとっても極めて重要となろう J~. 
III. Congress， S.47.なお，かれはここでは鉄工業については触れていないが， との通商条約に
よってラインの鉄工業が不利益を被むると考えていたとは思われない。というのは，ゼーりング
によれば， ドイツの盤工業にとコて「フヲγスはかなりすばらしい市場であったJ CM. Sering. 
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3 会議は，みられるごとく，ハンザ末奇都市およびハノレト海沿岸地方の商

業資本的・ユ Yカー的観点に立って通商条約に全面的に賛意を表明したのであ

l るが，他方では i政治的傾向と独占的(=保護関税的〕利害Jとに導かれて，

同条約に反対し，オーストリ 7との関税統ーを要求する南ドイツに対l.-，プロ

イセ Y 的・小ドイツ的立場の絶対性を主張した。そのさいに問題とされたの

は，第1にオ ストリアと関税同盟との関税統一言|画，第2に「自由拒否権」

(liberum ve耐を根幹とする関税同盟制度であった。

〔関税統一計画について〕

ミヒャエリスは言う。 i肝要なのは，オーストりア E関税同盟との聞の自由

な交易という単なる商業上の問題ではなく，関税同開の通商政策のオーストリ

アへの従属である。 7000万人の帝国は統一的な通商政策を追求しなければなら

ぬであろうし，この通商政策はオーストリアに，すなわち，非ドイツ的利害を

代表する統一国家に従属させられるであろう。諸君! もしも非ドイツ的利害

がドイツの関税法の発展を支配することになれば，それは少しも国民的利益と

はならず， 反国民的利益となる!J招〉と。 では， ドイツの「国民的利益」はい

かなる状況下で最も十全に構築されうるのであろうか。それはプロイセ Y を中

心とする関税同盟が確固たる基礎を獲得する時である。この事情を V ュノレツ

ェニデーリッチュは断乎言つてのける。

現在ドイツには 3つの関税統一の道が考えられる。第 lはプロイセ γ とオ一

月トりアとの結合の道であるが， これは両国ともに大圏であり， しかも政治

的・経済的利害状況が全く敵対的である以上，実現不可能である。第2はオー

ストりアと中小諸邦との結合の道である。だがこれもまた，オ一月}.)}アの政

治的・経済的不安定を考慮すると，成功する現実的可能性はないといえる。第

a. a. 0.， S. 137.)からである。すなわち，ブリキについてはフランス製品が良質かつ安価であ
った土しても，銑鉄，鋼鉄とその製品に関してはドイツがはるかに置位に立っていた CIbid.，S. 
136.). それゆえ， 大部分の γイツの鉄工業者は「関税引下げがかれらにとって有害でないばか
りか，むしろ輸出甲増大にとって極めて重要になるだろう」ということを認知し，期待していた
(Ibid. S. 136.). といわれている。

、。 V.Congress， S. 45 
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3はプロイセ y と中小諸邦との結合の道であり， ζれは現実に関税同盟として

存在し亡いる。ところで， ζり存在を可能ならしめているのは，ブロイセ Y の

みが太園であり，しかも両者ともに「ひとつり国民性に属しτいる」がゆえに，

そこには「本来的な敵対」はない，という特殊な事情である。それゆえ「全関

税同盟諸邦が自己申破滅を招かずして政治的あるいは経済的に闘争しあうこ

とは考えられえない。そして，プロイセ Yの道と闘争は (Preusens Wege und 

Karnpfe) プロイセンがその歴史的基盤を喪失したり，自己を破壊しないならば，

必然的にドイツの道と闘争なのである」悶〉。

〔関税同盟制度の改革について〕

会議は，他方で，現行関税同盟制度の改革を要求する。というのは，南ドイ

ツ諸邦がかくも前途有望な通商条約に反対し，その実施を引延そうと努力する

ことのできる法的根拠は「自由拒否権」によって，つまり，関税同盟の全会一

致主義によって保証されている，と考えられていたからである問。そこで会議

は現行制度の改革を要求する。それは，会議によれば I共通の国民経済的な

諸問題のために，統一的な事行機関および多数決原理に基づく全関税同盟国政

府の参与とならんで，関税同盟の全住民から選出される国民議会 (Volksvertre-

tung)Jお〉を中心とするものでなければならない，と。 ところで，この会議の関

税同盟制度改革案は，プロイセ γが反プロイセン的な南ドイツ諸邦をその支配

下におくための子段として準備していた改革案，つまり，現行の関税総会にか

わる関税議会 (Zollpa工lament) と関税連邦参議院 (20111山 luellrat)の設置とし、う

構想劃に完全に一致していた。

33) lbid.， SS. 55-57 
34) Ibid.， 5S. 51-52 
35) Ibza.， S. 18 
36) と白構想は1867:年6月に実現するが，これによっ亡フロイセγが目的としていたものは，頑強

にプロイセンに対抗していた南ドイツ(聾にバイエルンとヴュルテゾペルク)を，さしあたって，
経済的諸問題において自己の支配下にお〈ことであった。具体的には，関税連邦参議院の議決権
58票りうちプロイセンカ~17栗を占め，普通，直接，秘密選挙で選出された代表からなる関税議会

においては，人口の多い北ドイツが南ドイツを主配していた。 Lかもこのさいに注意すべきこと
は，関税議会の権限は関税法，通商および航17条約，間接税，関税国埼調整(Zollgrenzregulie-
rung)に関する諸問題の討議に制限され，予算審議権は与えられてはいなかった，ということで
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かくして，会議は，自由貿易政策を損粁としてオ ストリアのドイツへの影

響力を排除し，あわせて南ドイツ諸邦を従属せしめようと画策していたア戸イ

センの全政策体系に対する最も熱心なる唱道者とし亡登場してきたのである。

しかも，ュ γヵー的利害を擁護しつつ。

III 結び

1871午に創出されたドイツ帝国は，ベーメ (HelmutB品目的によってエノレベ

河を境とする東主両という本来敵対的な「ドイツ的発展の二元性 (dieAmbi-

valenz der deutschen Entwicklung)の上に釜立する「似而非封建的権力諸関係」

(die pseudo占 udalenMachtverhaltnisse)"めと規定され， わが国では多くの論者に

よって似而非ボナパノレティスムスの社会構成として捉えられてきたへ

このように規定されるピスマノレク・レジームの創立期に結成され，手工業者

問題の解決を最も焦眉の課題として掲げつつも，他方では，自由貿易論者なる

がゆえにュ γカーを評価し，自由貿易政策の推進主体なるがゆえに，ュ γヵ

をその政治的・経済的な γ ェノレツデーリッチュの表現をかりるならば

「歴史的基盤」とするプロイセ Yを熱狂的に支持していったドイツ国民経

済会議にとって，その歴史的課題は何でおったのか。

われわれは，まず第 1に，会議が1850年代末以降第二帝制設立までの聞の手

工業者運動り代表組織たるの性格を持っていたことに留意しておかねばならな

い。つまり，会議が蛍業の自由の確立を要求してゆくぱあいの立脚点は，工場

制工業のめざましい発展によョて危殆に瀕していた手工業者の救済にあった。

そしてこのばあい，会議は、ノ~，レツデ リνチ且らの協同組合運動の指導

ある。そればかりでな<.議長権はプロイセンに与えられていたりである.以上りよLとからも明
らかなように， この関税問盟制度の改革によって， プロイセシはドイツの覇権をほぼ完全に掌握
する ζとに成劫したのである。ちなみに，この関税議会と関税連邦審議院はそっくりそりまま第
二帝制下回帝国議会と連邦参議院に引継がれる。 Vgl.H. Bδhme， a. a. 0.， S. 236f 

37) H. B品 me，Prole，酔 menazu einer Sozial-und Wirtschafts，酢 schichteDeutschlands 
im 19. und 20. Jahrhund.町T，Frankfurt am Main 1968， S. 53 

38) 大野英二「ドイツ資本主義の歴史的段階 ピスマルク・ νジームの性桔規定 J ，土地制度史
学』第46号， 1970年。
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者たちを強力な構成員として持っていたのみならず， ドイツ各地に，とりわけ

南ドイツを中心に発展し始めていた手工業者の組織体たる営業協会と結びつい

ていた。この後者の事実は，会議が，関税政策論争において南ドイツの綿紡農

業者と対立したのとは対際的に，南ドイツの手ヱ業者層りなかにも一定の支持

基盤を確保しえたことを意味していた，といえるだろう。

会議は，このように手工業者を支持基盤としつつ，他方で次第に当時の自由

貿易運動の代表的組織としての性格を濃厚に示し始める。なるほど，自由貿易

を要求するばあいでも，会議は手工業者的観点を保持し続ける。しかし，会議

の要求する自由貿易に対L，その最も強力な支持基盤となっていたのは北東部

ドイツの商業資本であれ次いでユンカーであった ζ とは否定しえない。しか

も会議は，営業制度との関連で批判していたユンカーをここでは自由貿易政策

貫徹のための同盟軍として評価する。だがそうした評価は，他面からみれば，

会議がュンカーの同盟軍と化すことを意味していたのだ。換言すれば，このユ

Y カー評価は，会議が小ドイツ=プロイセン主義を宣言したこととも関連して，

会議が全体として，したがって，ここに結集していた手工業者がュ yカー的プ

ロイセン的支配体制のなかに編入されたことを意味していたといえよう。以上

のように考えるならば，会議が営業の、自由と自由貿易とを相互不可分のものと

して捉え，両者を同時的に要求していったことの歴史的意味は，まさに，手工

業者層をユ Y カ一陣営内に合体させることにあったといえる。

一完

f付記.前稿および本稿白作成にあたり，大阪市立大学ゾムバルト文庫の蔵書を利用させτ
いただいた星野中民に深謝したい。〕


